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ロヴアキアの青少年赤十字団

叫活動の状況です（日赤提供）
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新しい公用文の書さ方について

1 公用文改善政策の沿革

餡布達ノ儀＞ヽ事理弁ジ品キヲ旨トシ可成

丈平易ノ文字相用候様注意可致此旨相逹

候事

明治 8年，太政官からこのような布告が

l廿ていて，公用文をやさしくわかりやすく

書くことが決して最近の思いつきではない

ことを示しています。けれども，公用文の

改善ということは，専制主義の追風のもと

にあっては，決して容劫に笑現できること

ではありませんでした。なぜなら，専制治

下では，公文書というものは一般に民衆に

示すために書かれるものではなく，もっば

ら特殊な教養を受けた治者階級閻に通ずれ

はよいものだったからです。ことばをかえ

ていえば，教養の低い一般民衆にもわかる

ように公文書を書くなどということは，そ

れ自身・・ナンセンスだったのです。

ところが，近代の新しい政治は，民衆の

協力なしには成功しがたくなってきまし

た。それに伴って，国家は国力の発展0)た

めに，みずから庶民教育に乗h出し，かつ

公用文についてもその平品化を理想とする

ようになっマ：きました。漠文とかラテン文

とかいった古い時代の外国賠の代りに，そ

れぞれの民族語が各国の公文笞に用いられ

るようになったのはそのためです。はじめ

に引用した太政官布告なども，そうした政

治の近代化のあけぽのをつげる銃の声の一

つとして注意すべきものです。

そして，こうした新しい考え方は，社会

の意脱一般の古さのゆえにしばらくの間は

多くの抵抗を受けましたが，それでも少し

ずつ具体化の方向へ迎んできました。その

努力がようやくいくらかの喫を結んだの

は，大正 8年文部部内の公用文を口語体に'

改めるという次官通途を出し，はじめてロ

語体の訓令を文部省が発したときのことで｝

す。ついで大正15年，若槻内閣は「法令形：

式ノ改善二関スル件」という訓令を出して

政府全体としての決意を示しました。そし』

て，それまで法令には濁点のかなを用いな!

いのが普通の例であったのに，上｝後は法令

にも必ず濁点のかなを用いるようになりま

した。

その後，政府はその海外政策のためにも

国語国字の平易化を必要とし，昭和16年に

は国語国字の蛍理統一を霞要国策の一つと

して決定しました。こうして，資源用語や

兵器名称の節易化とそれに用いる漠字の整 ；， 
理統一などを行い，公用文をやさしなわか＼

りやすくするという方針は，次第に明硲に

なってきました。しかし，なお戦時中の国

粋意織は，それをすっきりとした形式にま

とめることをゆるしませんでした。

2 新憲法以降の新用語0新用字

けれども，敗戦O）結果，匡語国字問題の

解決にも，また新しい反省がなされ，まず名

改正惣怯草案が口語体で発表されました。 i ？ 

つづいて各省庁の代表者による官）f'用語の！

改良打合会が開かれました。昭和21年の末 1:
には，口語体ひらがなの日木匿憲法の公布］
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ゃ，当用漠字表・現代かなづかいの決定が の公用文改善関係の規定などです。•この
ありました。また，開院式の勅語が，従来 和，用語・ Ifl字の使用後は，当用漢字表

疇文害きくだし調の例を破って，デアル と同秤訓表の「まえがき」「使用上の注意

闊でなされました。この間に，各省庁の代事項jの精神を敷延したものということが

表による官庁用語の改良打合会で得た成案 できます。数字の使用礎囲については，昭

噌庁用語を平品にする穂準」が次官会議で和26年 5河 25日に「人名用漢字別表」 92

や 実行が申しあわせられ，閣議に報告され， 字の発表があったので，当用漠字のワク

ついで内閣から各省庁に通送されました。 がひろげられたかのように誤解している向

一方，当用漠字表・現代かなづかいは， きもあります。しかし，当用漠字1850字に

22年から民問でも多くの支持採用がなさ ついては，現在まだ 1字の増滅もなく，今

れ，教育面にも全面的に適用されることに 後もそのワクがはずされるというようなこ

なりました。また， 23年には当用殺字表の とは考えられていません。

各字の読み方がきまり， 24年には従来区々 次に，当用漠字表の性質については，そ

として統一のなかった漢字の字体の規部がれが淡字制限の手段として設定されたとい

きまりました。さらに政府は，新しく各省 う掛声が高かったために，いかにも多くの

庁，地方公共団体，民問有謡者の代表から 淡字が今後は使えなくなっ て不便になった

成る「公用文改善協議会」を内閣に設け ような印象が与えられがちです。しかし，

て，公用文改筈政策についての審議を行わ もし一般人に対して， 1850字の書きとりと．

せました。この会からの報告「公用文の改 3122種の読み方を試験したとしたら，恐ら

善Jは，昭和 24年4月5日，「公用文作成 く半数も満足にこれを読み辺きできる人は

の基準について」として各省庁に通達され ありません。 したがって，公務只として

ました。この「公用文の改善」と，さきに は，まず当用渫字表の各字の正確な読み書

i きまった「官庁用語を平易にする櫻準」と きをマスターすべく勉強する必要がありま

が，その後の公用文作成の具体的な指針の す。この点文書担当の指導的地位にある方

中心となりました。けれども，これらのも 方に改めて御注意を願し、たいと思います。

のは，それが通達されたのちも，なかなか 哀代かなづかいについては，全面的にそ

急速な徹底を見なかったので，国語審議会れによることが当然でもあり，それがすで

では政府の施策を検討調査した上，昭和25 に相当社会化しているので，特別にこれに

年11月，まず「法令の用語・用字の改善に ついてはふれてはいません。送りがなにつ

ついて」を政府に建議しました。ついで， いては，公文用語の手びきの送りがなを準

翌26年 IO月「公用文作成の要領」を決定用することにしました。地名・人名の書き

して，それの周知徹底ならびに公文密の左方については，当用漠字表以外の漠字を用

横告きの推進についても建議しました。 いることはさしつかえありませんが， ま

た，かな書きの方法も認められていること
3 「公用文作成の要領」について

を，はっきり示しました。

この「公用文作成の要領」の実質は，さ 使用文字の体系については，ひらがなに

きに決定し通達された「公用文の改善」「官業字をまぜて書くのが本体ですが，横書き

庁用語を平易にする標準」ならびにその他 の際には特にかたかなを主として書くこと
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鱈認ふれてし、ま．:l・。数字やかたかなや口 くつがえすに足るだけ0環由が必菱となっ

ーマ字左どは， t誓宇と同Iンいこびらがなの文 てくるわけです。その緒屎，昭和26年 3月

掌0)中にませ）I]し，てよし、〈ことは常闘どおり 0)』賛ではこに「］」の官公庁。大学・茨育委員

ですが，ただローマ字のつづり方につし、て 会筍3,．の約］だけしか笑了了してし、なかった公

は，砂に飼ってはありすせんが，公文；｝］で 支万叫附いきが， 2'1年にはし、るや磨べ凸

はし山ゆる「訓令式」を加名のがたてま 翌決定ずるぶのがふえてき定した。こうし

えになってI,,ろことを記鉛凰';¥•たし、と恥. て,2,年末までには，ほと；9,どの‘立公庁が

ます。つまり， 日本式ゃ （ヘボン ，it,Il：万き］本になる予却であり，また活咲・

式）は，特別な坦合の｛：：かは，公文言には 大蔵阿省の内質占き矢紐の決定によって，民

用＼、、主せ！し＇の 間諮tl.U)峠度心ようやく決定的となってき

7,'「お，横古きの矢尻につしゞては，すでに． ました。

賠和25年 4月 5日の通邑で，政府の灯計は こ才いらに［『って，最迦公用文改碧につし、

蹄定して＼ヽるわけで，ただその支塵罰に

っし、ては各月の自由た沢定に⑮だねられて 文i約省の言沿謀や国語壽議会あてによぜら

し、るだけです。そのために，襄在］外瞑；［｝）の れるようになってきました。そのために，

湿乱が多少生じてはし翠すが，これに対し 政府がこんど口語痔議会できめた「公月］文

賠和26年寄議の末，定覧且 の智及）屑知を行うこととなっ

きの有刊なことを認定して，し、っせ＼・・リ這 た0)｛文，まことに1；信を紺た処紅と心＼・・うべ

期の至訟な砥定を政府に吐訊しました。し く，各方面で？しこれを担写たどのガ怯でそ

に反対 の「月容の1散底につし・て，てぎるだけの協力

をされるのか累ましし、ことではだし、かと息

砧会や政厨 し，ます～o （支祁吋噂官・国謁，限）

—一…～一-～ー・～ し• →-- ～ ^―』̂-- -―-～--・--
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